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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライド
可能に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記操作体は、前記操作部、前記駆動杆に固定された連結部、並びに前記操作部及び前
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記連結部を繋ぐ、前後方向に延びる接続部を有し、
　前記操作部の前後方向の変位により前記駆動杆が前記軸芯まわりに回動する、
キャビネットにおける引出しのラッチ装置。
【請求項２】
　左右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライド
可能に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記操作体は、前記操作部、前記駆動杆に固定された連結部、並びに前記操作部及び前
記連結部を繋ぐ、前後方向に延びる接続部を有し、
　前記操作部は、前記接続部の前端部から上方へ延びる部分を有し、当該上方へ延びる部
分の上部と前記引出しの前部の段部を把持する操作により、前記解錠状態になる、
キャビネットにおける引出しのラッチ装置。
【請求項３】
　左右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライド
可能に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記係止体は、後方へ延出する後方延出部及び前記後方延出部の先端部から左右方向外
方へ延出する外方延出部を含み、
　前記ロック体は、左右方向内方へ突出する内方延出部を含み、
　前記施錠状態では、前記外方延出部が前記内方延出部の後方に位置して前記内方延出部
により当て止めされ、
　前記操作部を操作して前記係止体を回動すると、前記外方延出部の上面が前記内方延出
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部の下面よりも下方に位置して前記解錠状態になる、
キャビネットにおける引出しのラッチ装置。
【請求項４】
　前記解錠状態における前記外方延出部の下面よりも前記ロック体の底面が下方に位置す
る、
請求項３記載のキャビネットにおける引出しのラッチ装置。
【請求項５】
　前面に開口部を有する本体と、
　前記本体の開口部を開閉する、引手、電子錠、及び認証パネルを備えた扉体と、
　前記本体の下方空間に位置する、請求項１～４の何れか１項に記載のキャビネットにお
ける引出しのラッチ装置を備えた、単数又は複数の引出しと、
　前記本体の上方空間に位置する、単数又は複数の棚板と、
を有するキャビネット。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィス等で使用されるキャビネットに備える、引出しの不意の飛出しを防
止するラッチ装置の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャビネットの引出しを本体内に収容した状態で、地震時等において引出しが本体から
不意に前方へ飛び出すことを防止する引出しのラッチ装置がある（例えば、特許文献１～
３等参照）。
【０００３】
　ここで、特許文献１及び２の引出しのラッチ装置において、抽斗４（引出し２）をキャ
ビネットの本体１（筐体１）内に収容するように押し込んだ位置では、抽斗４（引出し２
）により左右方向へスライド可能に支持された連結杆１７（作動杆６１）の先端に設けた
係止片１８（ラッチ爪５１）が、本体１（筐体１）の側板内面側に設けたストッパー部１
４（係止突起５３）に係止する。そして、係止片１８（ラッチ爪５１）がストッパー部１
４（係止突起５３）に係止する方向に弾性付勢されているので、ラッチ装置の施錠状態が
保持される。
【０００４】
　抽斗４（引出し２）の前面に設けたプッシュボタン１９を押すと（引手４を引くと）、
その操作に連動して、前後方向の動作を左右方向の動作に変換する動作変換機構（特許文
献１の傾斜ガイド部２０及び接当子２３等、特許文献２の動作変換手段６２）により、弾
性付勢力に抗して連結杆１７（作動杆６１）がスライドする。それにより、係止片１８（
ラッチ爪５１）がストッパー部１４（係止突起５３）から後退し、前記施錠状態が解除さ
れるので、抽斗４（引出し２）を引き出すことができる。
【０００５】
　また、特許文献３の引き出しのラッチ装置において、引出し２をキャビネットＡの筐体
１内に収容するように押し込んだ位置で、引出し２の引き手７を引かない状態では、引出
し２により左右方向軸まわりに回動可能に支持された、左右方向に延びる水平の枢支軸８
の先端の垂直立ち上がり部８ａが垂直であり、垂直立ち上がり部８ａが垂直軸１０まわり
に回動するラッチ９を解除操作しない位置にある。よって、ラッチ９の側面の係止孔９ｂ
に筐体１の内側面１ａから内方に突出する係止部１１が係合する。そして、係止孔９ｂが
係止部１１に係合する方向に弾性付勢されているので、ラッチ装置の施錠状態が保持され
る。
【０００６】
　引出し２の引き手７を引くと、その操作に連動して、左右方向軸まわりの縦方向回動動



(4) JP 6874328 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

作を垂直軸まわりの横方向回動動作に変換する動作変換機構（枢支軸８先端の垂直立ち上
がり部８ａ、及び垂直立ち上がり部８ａに当接する作動杆部９ａを備えて垂直軸１０まわ
りに回動するラッチ９）により、弾性付勢力に抗してラッチ９が垂直軸１０まわりに回動
する。それにより、ラッチ９の係止孔９ｂが係止部１１から後退し、前記施錠状態が解除
されるので、引出し２を引き出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実公昭６２－２６５２２号公報
【特許文献２】特許第２５９６３０１号公報
【特許文献３】特許第３３６８５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のような従来の引き出しのラッチ装置は、施錠状態を解除するために前記動作変換
機構を用いており、前記動作変換機構により動作の変換（力の方向の変換）をする構造で
あるので、動作の確実性を向上するとともに、より軽快に操作するという観点で見ると改
良の余地がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、動作の確実性を向上し、より軽快に操作できるキャビネットにおけ
る引出しのラッチ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るキャビネットにおける引出しのラッチ装置は、前記課題解決のために、左
右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライド可能
に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記操作体は、前記操作部、前記駆動杆に固定された連結部、並びに前記操作部及び前
記連結部を繋ぐ、前後方向に延びる接続部を有し、
　前記操作部の前後方向の変位により前記駆動杆が前記軸芯まわりに回動する（請求項１
）。
 
【００１１】
　このような構成によれば、操作体の操作部の操作により駆動杆が回動し、駆動杆の左右
方向の両端部に固定された左右の係止体が駆動杆とともに回動する。そして、このように
係止体が回動すると、係止体がロック体から外れ、引出しを引出し可能な解錠状態になる
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。
　すなわち、前記動作変換機構のように動作の変換（力の方向の変換）をすることなく、
操作部に作用した操作力が駆動杆から係止体にダイレクトに伝わって係止体が回動し、そ
れにより前記解錠状態になる。
　よって、作動不良が起こりにくく、ラッチ装置を前記解錠状態にする動作の確実性を向
上できるとともに、前記解錠状態にするための操作がより軽快になる。その上、ラッチ装
置の部品点数を低減できる。
【００１３】
　その上、使用者が引出しを引き出す際に操作部を前後方向に操作することにより、容易
にラッチ装置を解錠状態にすることができる。
 
【００１４】
　また、本発明に係るキャビネットにおける引出しのラッチ装置は、前記課題解決のため
に、左右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライ
ド可能に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記操作体は、前記操作部、前記駆動杆に固定された連結部、並びに前記操作部及び前
記連結部を繋ぐ、前後方向に延びる接続部を有し、
　前記操作部は、前記接続部の前端部から上方へ延びる部分を有し、当該上方へ延びる部
分の上部と前記引出しの前部の段部を把持する操作により、前記解錠状態になる（請求項
２）。
 
【００１５】
　このような構成によれば、操作体の操作部の操作により駆動杆が回動し、駆動杆の左右
方向の両端部に固定された左右の係止体が駆動杆とともに回動する。そして、このように
係止体が回動すると、係止体がロック体から外れ、引出しを引出し可能な解錠状態になる
。
　すなわち、前記動作変換機構のように動作の変換（力の方向の変換）をすることなく、
操作部に作用した操作力が駆動杆から係止体にダイレクトに伝わって係止体が回動し、そ
れにより前記解錠状態になる。
　よって、作動不良が起こりにくく、ラッチ装置を前記解錠状態にする動作の確実性を向
上できるとともに、前記解錠状態にするための操作がより軽快になる。その上、ラッチ装
置の部品点数を低減できる。
　その上、使用者が引出しの前部の段部を掴んで引出しを引き出す操作に伴って、前記段
部とともに操作部の上部を把持する自然な操作により、ラッチ装置が解錠状態になるとと
もに、前記のとおり軽快な操作が可能であるので、操作部の操作を意識することなくラッ



(6) JP 6874328 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

チ装置を解錠状態にすることができる。
 
【００１６】
　また、本発明に係るキャビネットにおける引出しのラッチ装置は、前記課題解決のため
に、左右の側板を含み、前面に開口部を有する本体と、前記側板により前後方向にスライ
ド可能に支持されて前記開口部から出没する引出しを備えたキャビネットにおいて、
　前記引出しの飛出しを防止するように施錠する施錠状態と、前記施錠状態を解除して前
記引出しを引出し可能にする解錠状態とを切り替え可能なラッチ装置であって、
　前記引出しの底板の前部、又は前記引出しの前板の下部に支持されて左右方向の軸芯ま
わりに回動する駆動杆と、
　前記駆動杆の先端部に固定されて前記引出しの左右方向の両端部に位置し、前記駆動杆
とともに回動する左右の係止体と、
　前記側板、又は前記引出しを支持するレールに固定され、前記施錠状態で前記係止体に
係止するロック体と、
　前記引出しの底板の前面、又は前記引出しの前板の下部前面に配された操作部を有し、
前記操作部の操作により前記駆動杆を前記軸芯周りに回動する操作体と、
　前記本体内に前記引出しを収容した状態で前記係止体が前記ロック体に係止する方向へ
、前記係止体、前記駆動杆又は前記操作体を付勢する弾性付勢手段と、
を備え、
　前記操作部の操作により、前記弾性付勢手段の付勢力に抗して前記係止体を回動させた
状態で、前記係止体が前記ロック体から外れて前記解錠状態になり、
　前記係止体は、後方へ延出する後方延出部及び前記後方延出部の先端部から左右方向外
方へ延出する外方延出部を含み、
　前記ロック体は、左右方向内方へ突出する内方延出部を含み、
　前記施錠状態では、前記外方延出部が前記内方延出部の後方に位置して前記内方延出部
により当て止めされ、
　前記操作部を操作して前記係止体を回動すると、前記外方延出部の上面が前記内方延出
部の下面よりも下方に位置して前記解錠状態になる（請求項３）。
 
【００１７】
　このような構成によれば、操作体の操作部の操作により駆動杆が回動し、駆動杆の左右
方向の両端部に固定された左右の係止体が駆動杆とともに回動する。そして、このように
係止体が回動すると、係止体がロック体から外れ、引出しを引出し可能な解錠状態になる
。
　すなわち、前記動作変換機構のように動作の変換（力の方向の変換）をすることなく、
操作部に作用した操作力が駆動杆から係止体にダイレクトに伝わって係止体が回動し、そ
れにより前記解錠状態になる。
　よって、作動不良が起こりにくく、ラッチ装置を前記解錠状態にする動作の確実性を向
上できるとともに、前記解錠状態にするための操作がより軽快になる。その上、ラッチ装
置の部品点数を低減できる。
　その上、係止体に後方延出部及び外方延出部を備えるとともに、ロック体に内方延出部
を備えた簡単な形状で、本発明のラッチ装置の主要構成部品である係止体及びロック体を
構成できる。
 
【００１８】
　さらに、前記解錠状態における前記外方延出部の下面よりも前記ロック体の底面が下方
に位置するのも好ましい実施態様である（請求項４）。
 
【００１９】
　このような構成によれば、係止体が回動して解錠状態となった位置で、係止体の外方延
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出部の下面よりも下方にロック体の底面が位置する。
　したがって、引出しの下方に、ファイルや本等の保形性のある収納物を載せた他の引出
し又は棚がある場合において、前記収納物の上端がロック体の底面よりも上に位置するこ
とがない。
　よって、ラッチ装置を解錠状態にする際における係止体の回動動作を前記収納物が邪魔
しないので、引出しが引き出せなくなる不具合が発生しない。
　同様に、本体から引出しを引き出した位置から本体内に引出しを押し込んで、ラッチ装
置が解錠状態から施錠状態になる際における係止体の回動動作を前記収納物が邪魔しない
ので、引出しが本体内に入らなくなる不具合も発生しない。
【００２０】
　本発明に係るキャビネットは、前面に開口部を有する本体と、
　前記本体の開口部を開閉する、引手、電子錠、及び認証パネルを備えた扉体と、
　前記本体の下方空間に位置する、請求項１～４の何れか１項に記載のキャビネットにお
ける引出しのラッチ装置を備えた、単数又は複数の引出しと、
　前記本体の上方空間に位置する、単数又は複数の棚板とを有する（請求項５）。
【００２１】
　引出し型のキャビネットの上部に開き扉のキャビネットを積み上げて設置することが多
い従来のキャビネットの構成において、電子錠付きのものは特に製造コストが高い。
　それに対して本発明のキャビネットの構成によれば、一つの電子錠のみで引出し型と開
き扉型を組み合わせた電子錠付きキャビネットを構成できるので、製造コストを低減でき
る。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のとおり、本発明に係るキャビネットにおける引出しのラッチ装置によれば、引出
しの前面の左右方向中央部に位置する操作部に作用した操作力が駆動杆から係止体にダイ
レクトに伝わって係止体が回動し、それにより引出しを引出し可能な解錠状態になるので
、ラッチ装置を前記解錠状態にする動作の確実性を向上できるとともに、前記解錠状態に
するための操作がより軽快になる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る引出しのラッチ装置を備えたキャビネットの扉体を開
いた状態を示す右斜め上前方から見た斜視図である。
【図２】前記扉体を閉じた状態を示す右斜め上前方から見た斜視図である。
【図３】引出し単体を右斜め上前方から見た斜視図である。
【図４】前板及び仕切板を取り付けた引出し単体を右斜め上前方から見た斜視図である。
【図５】引出し単体を右斜め下前方から見た斜視図である。
【図６】ラッチ装置の引出しに取り付ける部分を引出しから分離した状態を示す右斜め下
前方から見た部分分解斜視図である。
【図７】ラッチ装置の引出しに取り付ける部分を左斜め上前方から見た分解斜視図である
。
【図８】左側の端部支持部材の引出しへの取付構造を示す左斜め下後方から見た部分分解
斜視図である。
【図９】ロック体単体を右斜め上前方から見た斜視図であり、（ａ）は左側板に取り付け
る左側のロック体、（ｂ）は右側板に取り付ける右側のロック体を示している。
【図１０】ラッチ装置の操作体まわりの動作説明用の部分縦断面右側面図であり、（ａ）
は施錠状態、（ｂ）は解錠状態を示している。
【図１１】ラッチ装置の動作説明用の右斜め上から見た要部拡大斜視図であり、（ａ）は
施錠状態、（ｂ）は解錠状態を示している。
【図１２】同じく右方から見た要部拡大縦断面図であり、（ａ）は施錠状態、（ｂ）は解
錠状態を示している。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。
　本明細書においては、キャビネットの引出しを引出す方向を前、引出しをキャビネット
の本体に収容するように押し込む方向を後とし、後方へ向かった状態で左右を定義する。
【００２５】
＜キャビネットの構成＞
　図１及び図２に示すように、本発明の実施の形態に係るキャビネット１０は、本体１１
、及び、本体１１に対して上下のヒンジＨ，Ｈにより鉛直軸まわりに回動可能に支持され
た左右の扉体１７，１８等を備える。
　扉体１７，１８は、引手、電子錠、及び認証パネル等により構成された開閉操作部９を
備え、本体１１の前面の開口部１１Ａを開閉する。
【００２６】
　本体１１は、左右の側板１２，１３、天板１４及び底板１５、並びに背板１６により形
成され、上方空間には棚板１９，１９，…を、下方空間には、側板１２，１３により前後
方向にスライド可能に支持された引出し２０，２０，…を備える。
　また、キャビネット１０は、詳細は後述する引出し２０のラッチ装置１を備えるので、
地震時等において、引出し２０の不意の飛出しを防止できる。
　このようなキャビネット１０の構成によれば、本体１１の下方空間に引出し２０，２０
，…を、本体１１の上方空間に棚板１９，１９を備えるとともに、本体１１の前面の開口
部１１Ａを開閉する、電子錠付きの扉体１７，１８を備える。
　よって、一つの電子錠のみで引出し型と開き扉型を組み合わせた電子錠付きキャビネッ
ト１０を構成できるので、製造コストを低減できる。
　なお、本発明のキャビネットにおける引出しのラッチ装置１が適用されるキャビネット
は、扉体を備えない全面開放型のものであってもよい。
【００２７】
　図３に示すように、引出し２０は、底板２１、底板２１の左右両端部に立設した側板２
２，２３、底板２１の後端部に立設した背板２４等からなる、前面開放型の棚板状のもの
である。
　図４は、引出し２０に前板２６及び仕切板２７を取り付けた状態を示している。前板２
６を取り付けることで、前後方向に並べるように書類等を立てて収納することも可能にな
る。
【００２８】
＜引出しのラッチ装置の構成＞
　本発明の実施の形態に係る引出し２０のラッチ装置１は、図５～図８、並びに図１０（
ａ）及び図１０（ｂ）に示す引出し２０に取り付ける部分と、図９、並びに図１１（ａ）
及び図１１（ｂ）に示す、本体１１の側板１２，１３に取り付ける部分（ロック体４Ｌ，
４Ｒ）とからなる。
　ここで、ラッチ装置１の構成部品は、引出し２０及び本体１１の左右方向中央の鉛直平
面を対称面として面対称の形状である。
【００２９】
（引出しに取り付ける部分）
　先ず、図５～図８、並びに図１０（ａ）及び図１０（ｂ）を参照して、ラッチ装置１に
おける引出し２０に取り付ける部分の構成について説明する。
　ラッチ装置１における引出し２０に取り付ける部分は、駆動杆２、係止体３Ｌ，３Ｒ、
及び操作体５、並びに中央支持部材７、及び端部支持部材８Ｌ，８Ｒ、並びに弾性付勢手
段であるねじりコイルばね６，６からなる。
【００３０】
　駆動杆２は、断面四角形状の鋼製であり、引出し２０の底板２１の前部に支持されて左
右方向の軸芯まわりに回動する。なお、引出し２０の構造によっては、底板２１の前側に
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位置する前板の下部により駆動杆２０を支持してもよい。
【００３１】
　係止体３Ｌ，３Ｒは、合成樹脂製であり、連結部３１の係合孔３１Ｂに駆動杆２の左右
両端部（先端部）が嵌合するので、駆動杆２の両端部に固定される。
　また、係止体３Ｌ，３Ｒは、後方へ延出する後方延出部３２及び後方延出部３２の先端
部から左右方向外方へ延出する外方延出部３３を含む。
　なお、係止体３Ｌ，３Ｒは、後方延出部３２及び外方延出部３３を含む形状に限定され
るものではなく、ロック体４Ｌ，４Ｒとの係脱ができる形状を備えたものであればよい。
【００３２】
　操作体５は、合成樹脂製であり、係合凹部５１Ｂに駆動杆２を嵌合させて駆動杆２の左
右方向中央部に固定される連結部５１、ラッチ装置１の施錠状態を解除する際に操作する
操作部５２、及び連結部５１及び操作部５２を繋ぐ、前後方向に延びる接続部５３からな
る。
　操作体５は、引出し２０の底板２１の前面に形成した挿通開口２１Ａ（図６）の前方か
ら、連結部５１及び接続部５３を挿通した後に、連結部５１に駆動杆２を取り付ける。
　ここで、操作体５における図６の挿通開口２１Ａ（底板２１の前面）よりも前側に露出
する操作部５２（図１、及び図３～図５参照）は、前方への突出長さが小さいので、落下
物等が衝突した場合であっても、その衝撃力により破損しにくい。
【００３３】
　中央支持部材７は、合成樹脂製であり、その円弧状のガイド孔７Ａに操作体５の連結部
５１を収容した状態で、弾性係止爪７Ｂを引出し２０の底板２１の前面に形成した挿通開
口２１Ａ（図６及び図１０（ａ））に係止し、弾性係止爪７Ｃを底板２１の前部に形成し
た係合孔２１Ｂ（図６）に係止し、弾性係止爪７Ｄを底板２１の前部（前補強２５）に形
成した係合孔２１Ｃ（図６及び図１０（ａ））に係止するように取り付ける。
【００３４】
　端部支持部材８Ｌ，８Ｒは、合成樹脂製であり、その丸孔状のガイド孔８Ａに係止体３
Ｌ，３Ｒの連結部３１を嵌合するように係止体３Ｌ，３Ｒを取り付けた後、係止体３Ｌ，
３Ｒの連結部３１の係合孔３１Ｂに駆動杆２の左右両端部を嵌合する。
　その状態で、端部支持部材８Ｌ，８Ｒを引出し２０に取り付ける。
【００３５】
　左右の端部支持部材８Ｌ，８Ｒの取付方法は同様であるので、左側の端部支持部材８Ｌ
について説明する。
　図８に示すように、突出片８Ｄの下面が前補強２５の上面２５Ａに接するように、また
、弾性係止爪８Ｂ，８Ｂが引出し２０の底板２１の前部後面に形成した係合孔２１Ｄに係
止し、弾性係止爪８Ｃが引出し２０の側板２２の前下部外面に形成した係合孔２２Ａに係
止するように下方から取り付ける。
【００３６】
　以上のようにして、図５のようにラッチ装置１の引出し２０に取り付ける部分を引出し
２０に取り付けた状態では、図７に示す中央支持部材７のガイド孔７Ａに、操作体５の連
結部５１の円筒面５１Ａが内接するとともに、図７に示す端部支持部材８Ｌ，８Ｒのガイ
ド孔８Ａに、係止体３Ｌ，３Ｒの連結部３１の円筒面３１Ａが内接する。
　よって、操作体５、駆動杆２，及び係止体３Ｌ，３Ｒは、引出し２０の底板２１の前部
に支持された状態で、一体となって駆動杆２の軸芯まわりに回動可能となる。
【００３７】
　ラッチ装置１の操作部５２は、図１０（ａ）に示すように、前後方向に延びる接続部５
３の前端部から上方へ延びる部分を有する。そして、操作部５２の下部は、引出し２０の
底板２１の前面（又は引出し２０の前板の下部前面）と略平行であり、操作部５２の上部
は上方に向かうにつれ徐々に前方へ迫り出すように湾曲した形態を有する。
　使用者が引出し２０の前部の段部Ｄを掴んで引出し２０を引き出す操作に伴って、使用
者は段部Ｄとともに操作部５２の上部を把持するので、図１０（ｂ）のように操作部５２
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の上部が引出し２０側に押される（図１１（ａ）の矢印Ａ）。よって、図１１（ａ）の矢
印Ｂのように、操作体５、駆動杆２、及び係止体３Ｌ，３Ｒは、一体となって回動する。
【００３８】
　図７及び図８に示す弾性付勢手段であるねじりコイルばね６，６は、端部支持部材８Ｌ
と係止体３Ｌの間、及び端部支持部材８Ｒと係止体３Ｒの間に装着される。
　ねじりコイルばね６，６は、それらの弾性復元力が、図１のようにキャビネット１０の
本体１１内に引出し２０を収容した状態で、係止体３Ｌ，３Ｒが、詳細は後述するロック
体４Ｌ，４Ｒに係止する方向（図１１（ａ）の矢印Ｃと反対の方向）へ作用する。
　なお、係止体３Ｌ，３Ｒ、駆動杆２、及び操作体５は一体となって回動するので、前記
弾性付勢手段は、その弾性復元力を、係止体３Ｌ，３Ｒ、駆動杆２、又は操作体５を付勢
することにより前記方向へ作用させればよい。
【００３９】
（本体の側板に取り付ける部分）
　次に、図９（ａ）及び図９（ｂ）、並びに図１１（ａ）を参照して、ラッチ装置１にお
ける本体１１の側板１２，１３に取り付ける部分（ロック体４Ｌ，４Ｒ）の構成について
説明する。
　図９（ａ）に示すロック体４Ｌは図１１（ａ）に示すように左側板１２の内面に取り付
け、図９（ｂ）に示すロック体４Ｒは右側板１３の内面に取り付ける。すなわち、側板１
２，１３の図示しない係合孔に、ロック体４Ｌ，４Ｒの本体４１の基端側部分を嵌入する
ことにより、弾性係止爪４１Ｂが係止して抜け止めされる。
【００４０】
　なお、ロック体４Ｌ，４Ｒを、側板１２，１３ではなく、引出し２０を支持するレール
に取り付けてもよい。
　ロック体４Ｌ，４Ｒは、合成樹脂製であり、左右方向内方へ突出する内方延出部４２、
内方延出部４２の後方に位置する後壁部４３、及び後壁部４３の上部から前方へ延出する
前方延出部４４を有する。
【００４１】
＜引出しのラッチ装置の動作）
　次に、図１、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）、並びに
図１２（ａ）及び図１２（ｂ）を参照して、ラッチ装置１の動作について説明する。
　図１に示す引出し２０を本体１１内に収容するように押し込んだ位置で、操作部５２を
操作しない状態では、図１０（ａ）、図１１（ａ）及び図１２（ａ）に示す施錠状態Ｌに
なっている。
　すなわち、図１２（ａ）のように、係止体３Ｌ（３Ｒ）の外方延出部３３がロック体４
Ｌ（４Ｒ）の内方延出部４２の後方に位置しており、ロック体４Ｌ（４Ｒ）の後壁４３の
前方延出部４４の下面４４Ａに、外方延出部３３の上面３３Ａが当て止めされる。
　よって、ねじりコイルばね６により弾性付勢される外方延出部３３の最上位置が規制さ
れ、このように規制された状態で、外方延出部３３の前面３３Ｃが内方延出部４２の後面
４２Ｃにより当て止めされるので、引出し２０は前方へ移動できない。
【００４２】
　このような施錠状態Ｌにおいて、図１の引出し２０を引き出すべく、使用者が、図１０
（ａ）における引出し２０の前部の段部Ｄを掴んで引出し２０を引き出す操作を行うと、
その操作に伴って使用者は段部Ｄとともに操作部５２の上部を把持する。
　それにより図１１（ａ）の矢印Ａのように、ねじりコイルばね６の弾性付勢力に抗して
操作体５の操作部５２の上部が後方へ押され、前記のとおり、操作体５とともに、駆動杆
２及び係止体３Ｌ，３Ｒは、一体となって矢印Ｂのように回動するので、図１０（ｂ）、
図１１（ｂ）及び図１２（ｂ）の解錠状態ＵＬになる。
　このような解錠状態ＵＬでは、係止体３Ｌ（３Ｒ）は、その外方延出部３３が図１１（
ａ）の矢印Ｃのように下降しており、図１２（ｂ）のように、外方延出部３３の上面３３
Ａがロック体４Ｌ（４Ｒ）の内方延出部４２の下面４２Ａよりも下方に位置しているので
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、本体１１から前方へ引出し２０を引き出すことができる。
【００４３】
　本体１１から引出し２０を引き出した位置から本体１１内に引出し２０を押し込む際に
は、操作部５２を操作しなくても、引出し２０を押し込む動作に伴って、本体１１内に引
出し２０を収容した位置では、図１０（ａ）、図１１（ａ）及び図１２（ａ）に示す施錠
状態Ｌに復帰する。
　すなわち、係止体３Ｌ（３Ｒ）の外方延出部３３の上面３３Ａは後方へ行くにしたがっ
て下降する傾斜面であり、ロック体４Ｌ（４Ｒ）の内方延出部４２の前面４２Ｂは下方へ
行くにしたがって後退する傾斜面である。よって、引出し２０を押し込む動作に伴って、
外方延出部３３の上面３３Ａが内方延出部４２の前面４２Ｂの傾斜面に沿って後方へ移動
し、係止体３Ｌ（３Ｒ）、駆動杆２、及び操作体５が回動するので、外方延出部３３が内
方延出部４２を通過できる。そして、本体１１内に引出し２０を収容した位置では、ねじ
りコイルばね６の弾性付勢力により、図１０（ａ）、図１１（ａ）及び図１２（ａ）に示
す施錠状態Ｌになる。
【００４４】
　以上において、操作部５２の前後方向の変位により操作体５を回動させる構成について
説明したが、操作体５を回動させるための操作部は、押釦式、又は左右スライド式等であ
ってもよく、前後方向の変位により操作体５を回動させる構成に限定されない。
【００４５】
　図１２（ｂ）に示す係止体３Ｌ（３Ｒ）が回動して解錠状態ＵＬとなった位置で、係止
体３Ｌ（３Ｒ）の外方延出部３３の下面３３Ｂよりも、ロック体４Ｌ（４Ｒ）の本体４１
の底面４１Ａは下方に位置する。
　したがって、引出し２０の下方に、ファイルや本等の保形性のある収納物を載せた他の
引出し２０がある場合において、前記収納物の上端（例えば、図１２（ｂ）中の二点鎖線
Ｅ参照）がロック体４Ｌ（４Ｒ）の底面４１Ａよりも上に位置することがない。
　よって、ラッチ装置１を解錠状態ＵＬにする際における係止体３Ｌ，３Ｒの回動動作を
前記収納物が邪魔しないので、引出し２０が引き出せなくなる不具合が発生しない。
　同様に、本体１１から引出し２０を引き出した位置から本体１１内に引出し２０を押し
込んで、ラッチ装置１が解錠状態ＵＬから施錠状態Ｌになる際における係止体３Ｌ，３Ｒ
の回動動作を前記収納物が邪魔しないので、引出し２０が本体１１内に入らなくなる不具
合も発生しない。
【００４６】
　以上のようなラッチ装置１によれば、操作体５の操作部５２の操作により駆動杆２が回
動し、駆動杆２の左右方向の両端部に固定された左右の係止体３Ｌ，３Ｒが駆動杆２とと
もに回動する。そして、このように係止体３Ｌ，３Ｒが回動すると、係止体３Ｌ，３Ｒが
ロック体４Ｌ，４Ｒから外れ（係止体３Ｌ，３Ｒの外方延出部３３の上面３３Ａがロック
体４Ｌ，４Ｒの内方延出部４２の下面４２Ａよりも下方に位置し）、本体１１から前方へ
引出し２０を引き出すことができる。
　すなわち、操作部５２に作用した操作力が駆動杆２から係止体３Ｌ，３Ｒにダイレクト
に伝わって係止体３Ｌ，３Ｒが回動し、それにより解錠状態ＵＬになるので、作動不良が
起こりにくく、ラッチ装置１を解錠状態ＵＬにする動作の確実性を向上できるとともに、
解錠状態ＵＬにするための操作がより軽快になる。その上、ラッチ装置の部品点数を低減
できる。
【００４７】
　その上、操作体５の操作部５２は、接続部５３の前端部から上方へ延びる部分を有し、
当該上方へ延びる部分の上部と引出し２０の前部の段部Ｄを把持する操作により、ラッチ
装置１が解錠状態ＵＬになる。
　よって、使用者が引出し２０の前部の段部Ｄを掴んで引出し２０を引き出す操作に伴っ
て、段部Ｄとともに操作部５２の上部を把持する自然な操作により、ラッチ装置１が解錠
状態ＵＬになるとともに、前記のとおり軽快な操作が可能であるので、操作部５２の操作
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　特に、操作部５２の上部が、前記のとおり上方に向かうにつれ徐々に前方へ迫り出すよ
うに湾曲した形態を有することから、使用者が操作部５２に指を当てることで自然に指を
上方に擦りあげる動きになるので、段部Ｄとともに操作部５２の上部を把持してラッチ装
置１を解錠状態ＵＬにする動作がより自然になる。
【符号の説明】
【００４８】
１　ラッチ装置　　　　　　　　　　　　　２　駆動杆
３Ｌ，３Ｒ　係止体　　　　　　　　　　　４Ｌ，４Ｒ　ロック体
５　操作体　　　　　　　　　　　　　　　６　ねじりコイルばね（弾性付勢手段）
７　中央支持部材　　　　　　　　　　　　７Ａ　ガイド孔
７Ｂ，７Ｃ，７Ｄ　弾性係止爪　　　　　　８Ａ　ガイド孔
８Ｂ，８Ｃ　弾性係止爪　　　　　　　　　８Ｄ　突出片
８Ｌ，８Ｒ　端部支持部材　　　　　　　　９　開閉操作部
１０　キャビネット　　　　　　　　　　　１１　本体
１１Ａ　開口部　　　　　　　　　　　　　１２，１３　側板
１４　天板　　　　　　　　　　　　　　　１５　底板
１６　背板　　　　　　　　　　　　　　　１７，１８　扉体
１９　棚板　　　　　　　　　　　　　　　２０　引出し
２１　底板　　　　　　　　　　　　　　　２１Ａ　挿通開口
２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄ　係合孔　　　　　２２，２３　側板
２２Ａ　係合孔　　　　　　　　　　　　　２４　背板
２５　前補強　　　　　　　　　　　　　　２５Ａ　上面
２６　前板　　　　　　　　　　　　　　　２７　仕切板
３１　連結部　　　　　　　　　　　　　　３１Ａ　円筒面
３１Ｂ　係合孔　　　　　　　　　　　　　３２　後方延出部
３３　外方延出部　　　　　　　　　　　　３３Ａ　上面
３３Ｂ　下面　　　　　　　　　　　　　　３３Ｃ　前面
４１　本体　　　　　　　　　　　　　　　４１Ａ　底面
４１Ｂ　弾性係止爪　　　　　　　　　　　４２　内方延出部
４２Ａ　下面　　　　　　　　　　　　　　４２Ｂ　前面
４２Ｃ　後面　　　　　　　　　　　　　　４３　後壁部
４４　前方延出部　　　　　　　　　　　　４４Ａ　下面
５１　連結部　　　　　　　　　　　　　　５１Ａ　円筒面
５１Ｂ　係合凹部　　　　　　　　　　　　５２　操作部
５３　接続部
Ｈ　ヒンジ　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ　施錠状態
ＵＬ　解錠状態
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